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高松市告示第 238 号  

 

 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第５条第１項の規定により、令和８

年度において、次のとおり予防接種を実施するので、予防接種法施行令（昭和

２３年政令第１９７号）第５条の規定により、公告します。  

   

令和８年４月１５日  

高松市長  大  西   秀  人       

 

１  予防接種の種類及び対象者  

 (１ ) ジフテリア、百日せき、破傷風及び急性灰白髄炎の予防接種（五種混  

合、三種混合、二種混合、不活化ポリオ）  

    生後２月から生後９０月に至るまでの間にある者  

 (２ ) ジフテリア及び破傷風の予防接種（二種混合）  

    １１歳以上１３歳未満の者  

 (３ )  麻しん及び風しんの予防接種  

    第１期   ア  生後１２月から生後２４月に至るまでの間にある者  

         イ  令和６年度内に生後２４月に達する、又は達した者で

あって、ＭＲワクチンの偏在等が生じたことを理由に

ワクチンの接種ができなかったと市町村長が認める者  

    第２期   ア  ５歳以上７歳未満の者であって、小学校就学の始期に

達する日の１年前の日から当該始期に達する日の前日

までの間にあるもの  

         イ  令和６年度における第２期の対象者（５歳以上７歳未

満の者であって、小学校就学の始期に達する日の１年

前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある

もの）であってＭＲワクチンの偏在等が生じたことを

理由にワクチンの接種ができなかったと市町村長が認

める者  

第５期   昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性で
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あって、令和６年度末までに抗体検査を実施した結果、

風しんの抗体が不十分な方であってＭＲワクチンの偏在

等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった

と市町村長が認める者  

 (４ )  日本脳炎の予防接種  

     第１期    生後６月から生後９０月に至るまでの間にある者  

     第２期    ９歳以上１３歳未満の者  

    特例第１期  平成１８年４月２日から平成１９年４月１日までの間に

生まれた者で、２０歳未満の者  

    特例第２期  平成１８年４月２日から平成１９年４月１日までの間に

生まれた者で、２０歳未満の者  

 (５ ) 結核の予防接種（ＢＣＧ）  

    １歳に至るまでの間にある者  

(６ ) Ｈｉｂ感染症の予防接種（五種混合、ヒブ）  

   生後２月から生後９０月に至るまでの間にある者（五種混合）  

生後２月から生後６０月に至るまでの間にある者（ヒブ単独ワクチン）  

(７ ) 小児の肺炎球菌感染症の予防接種  

   生後２月から生後６０月に至るまでの間にある者  

(８ ) ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種（子宮頸がん）  

  １２歳となる日の属する年度の初日から１６歳となる日の属する年度の  

  末日までの間にある女子  

(９ ) 水痘の予防接種  

    生後１２月から生後３６月に至るまでの間にある者  

(10) Ｂ型肝炎の予防接種  

    １歳に至るまでの間にある者  

(11) ロタウイルス感染症の予防接種  

  ア  経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン  

    生後６週に至った日の翌日から生後２４週に至る日の翌日までの間  

   にある者  

  イ  ５価経口弱毒生ロタウイルスワクチン  
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    生後６週に至った日の翌日から生後３２週に至る日の翌日までの間  

      にある者  

(12)  ＲＳウイルス感染症  

   妊娠２８週から妊娠３７週に至るまでの間にある者  

(13) 成人の肺炎球菌感染症の予防接種  

    ア  ６５歳の者  

    イ  ６０歳以上６５歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能  

      に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する  

   者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど  

   不可能な程度の障害を有する者  

(14)  帯状疱疹の予防接種  

    ア  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間に６５歳、７０  

   歳、７５歳、８０歳、８５歳、９０歳、９５歳又は１００歳となる者  

    イ  ６０歳以上６５歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより  

   免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者  

 

２  予防接種を行う期間、実施場所  

 （１）期間  通年  

（２）実施場所  別紙のとおり  

 

３  接種料金  

 （１）  １（１）～（ 12）の予防接種  全額公費負担  

 （２）  １（ 13）の予防接種  ３，１００円  

    ただし、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯  

   に属する者、令和８年度市民税が非課税の世帯に属する者及び中国残留  

   邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定  

   配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援  

   給付若しくは配偶者支援金又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び  

   永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成１９  

   年法律第１２７号）附則第４条第１項に規定する支援給付を受けている  
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   者については、全額公費負担  

（３）  １（ 14）の予防接種  

  ア  乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種する場合  ２，６００円  

    ただし、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯  

   に属する者、令和８年度市民税が非課税の世帯に属する者及び中国残留  

   邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定  

   配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援  

   給付若しくは配偶者支援金又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び  

   永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成１９  

   年法律第１２７号）附則第４条第１項に規定する支援給付を受けている  

   者については、全額公費負担  

  イ  乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを接種する場合  １回６，６００円  

   た だ し 、 令 和 ８ 年 度 市 民 税 が 非 課 税 の 世 帯 に 属 す る 者 は 、 １ 回 

４，０００円、又生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保

護世帯に属する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第３０号）による支援給付若しくは配偶者支援金又は中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の

一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７号）附則第４条第１項に

規定する支援給付を受けている者については、全額公費負担  

 

４  接種を受けることが適当でない者（接種不適当者）  

 (１ ) 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で、当該予防   

接種を行う必要がないと認められる者  

 (２ )  明らかな発熱を呈している者  

 (３ ) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者  

 (４ )  当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシー

を呈したことがあることが明らかな者  

 (５ )  麻しん、風しん、水痘及び帯状疱疹（乾燥弱毒生水痘ワクチンに限

る。）に係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らか



○写  

な者  

 (６ ) 結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接

種、外傷等によるケロイドの認められる者   

 （７）  Ｂ型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、ＨＢｓ抗原陽性の者の

胎内又は産道においてＢ型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者で  

あって、抗ＨＢｓ人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降Ｂ型肝炎

ワクチンの投与を受けたことのある者  

(８ ) ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の

既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者（その   

治療が完了したものを除く。）及び重症複合免疫不全症の所見が認めら

れる者  

 (９ )  肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに限る。）に係る予防接種の対

象者にあっては、当該疾病に係る予防接種法第５条第１項の規定による

予防接種を受けたことのある者  

 (10)  帯状疱疹（高齢者がかかるものに限る。）に係る予防接種  

   ア  これまでに、乾燥弱毒生水痘ワクチンを１回接種したことのある者で

あって、帯状疱疹の予防接種を行う必要がないと認められる者  

   イ  これまでに、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを２回接種したことのある

者であって、帯状疱疹の予防接種を行う必要がないと認められる者  

 (11)  その他予防接種を行うことが不適当な状態にある者  


